
垂井町排水設備工事公認業者の手続きについて
＊町ホ－ムペ－ジでも様式がダウンロ－ドできます。

新規・更新の場合
【申請期限】

 更新の場合は、有効期間満了日の３０日前までに申請してください。

 ※申請期限を過ぎた場合は、公認の更新を受けることができませんので、ご注意ください。

【新規・更新手数料】

 １０，０００円

【申請書類】

法人 個人

○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

※ 雇用関係を証する書類は下記のうちいずれか一つを添付してください。

 ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し

 ・責任技術者の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

必要書類 備考

排水設備工事公認業者申請書（様式第１号）

誓約書（様式第２号）

定款 原本証明

登記事項証明書 発行日から３ヶ月以内

代表者の住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し 発行日から３ヶ月以内

工事経歴書

営業所の平面図及び写真並びに付近見取図（様式第３号）

営業所（外部及び内部）の写真

選任排水設備工事責任技術者名簿（様式第４号）

選任する責任技術者との雇用関係を証する書類

選任する責任技術者の垂井町排水設備工事責任技術者証の写し 新規申請の場合は不要

機械器具を有することを証する書類(様式第５号)

機械器具の写真

法人税納税証明書

※税務署が発行する「その３・未納税額のない証明書」
発行日から３ヶ月以内

代表者の市町村民税納税証明書 発行日から３ヶ月以内

垂井町排水設備工事公認業者証 新規申請の場合は不要



変更があった場合
【申請書類】

変 更 内 容   役員
その他新規・更新申請に

関する項目

  必 要 書 類 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 法人・個人

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

廃止・休止・再開の場合
【申請書類】

廃止 休止 再開

○ ○ ○

○

○

責任技術者を選任又は解除する場合
【申請書類】

選任 解除

○ ○

○ ○

○

○

○

※ 責任技術者を欠いた場合は、「公認の取消し」要件に該当しますのでご注意ください。

業者名 所在地 代表者

必要書類

排水設備工事公認業者変更届出書

（様式第１４号）

定款 ※原本証明

登記事項証明書 ※発行日から３ヶ月以内

住民票の写し ※発行日から３ヶ月以内

誓約書（様式第２号）

営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

（様式第３号）

営業所（外部・内部）の写真

排水設備工事公認業者証書換え交付申請書

（様式第１２号）

垂井町排水設備工事公認業者証

変更後の記載事項が加除された書類

選任する責任技術者の新規申請一式

解除する責任技術者の垂井町排水設備工事責任技術者証

選任する責任技術者との雇用関係を証する書類

排水設備工事公認業者（廃止・休止・再開）届出書（様式第１５号）

垂井町排水設備工事公認業者証

選任している責任技術者の垂井町排水設備工事責任技術者証

必要書類

選任排水設備工事責任技術者名簿（様式第４号）

排水設備工事公認業者変更届出書（様式第１４号）

【問い合わせ先】

〒５０３－２１９３ 不破郡垂井町宮代２９５７番地の１１

垂井町役場 上下水道課 庶務係

ＴＥＬ：０５８４－２２－７５１７ ＦＡＸ：０５８４－２２－５１８０


